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河
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平
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
府
に
よ
る
補
正
予
算
を
用
い
た
い
わ
ゆ
る
国
立
漫
画
博
物
館
建
設
の
必
要
性
等
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
府
に
よ
る
補
正
予
算
を
用
い
た
い
わ
ゆ
る
国
立
漫
画
博
物
館
建
設
の
必
要
性
等
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

「
国
立
メ
デ
ィ
ア
芸
術
総
合
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
」
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
先
の
答

弁
書
（
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
七
五
号
）
一
、
二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
よ
う

に
、
平
成
二
十
年
七
月
に
設
置
さ
れ
た
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
の
国
際
的
な
拠
点
の
整
備
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お
け
る
検
討
を

経
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
の
目
的
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
経
費

を
同
補
正
予
算
に
計
上
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
生
活
保
護
の
母
子
加
算
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
に
実
施
さ

れ
た
母
子
世
帯
の
生
活
費
に
つ
い
て
の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
、
一
律
で
機
械
的
な
給
付
を
見
直
し
、
教
育
支
援
や
就
労
支
援

に
転
換
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、
新
た
に
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
子
を
対
象
と
し
た
学
習
支
援
費

等
を
計
上
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
六
月
五
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
五
八
号
）
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
セ
ン

一



タ
ー
の
設
立
は
、
海
外
に
お
い
て
高
い
評
価
を
得
て
い
る
我
が
国
の
メ
デ
ィ
ア
芸
術
を
新
規
市
場
の
創
出
等
に
活
用
し
、
我

が
国
の
中
長
期
的
な
成
長
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

文
化
庁
長
官
が
今
回
の
セ
ン
タ
ー
の
設
立
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
た
際
に
、
一
部
、
御
指
摘
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
が
、
当
該
見
解
全
体
で
は
、
セ
ン
タ
ー
設
立
が
我
が
国
の
メ
デ
ィ
ア
芸
術
の
振
興
を
図
る
上
で
極
め
て
重

要
な
機
会
で
あ
り
、
そ
の
拠
点
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
と
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。

二


